
28 日獣発第 77 号

平成 28 年 6 月 2 日

地方獣医師会会長 各 位

公益社団法人 日本獣医師会

会 長  藏 内 勇 夫

(公印及び契印の押印は省略)

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する

政令の一部を改正する政令の施行について（通知）

このことについて、平成 28 年 5月 27 日付け薬生監麻発 0527 第 1 号をもっ

て、厚生労働省医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課長から別添のとおり通

知がありました。

このたびの通知は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を

指定する政令の一部を改正する政令（平成 28年政令第 232 号）の公布に伴い、

別添写しの 4物質が新たに麻薬に指定され、平成 28年 6 月 26 日から施行され

る旨を通知するものです。

つきましては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。

本件内容の問合せ先

公益社団法人

日本獣医師会：事業担当 福田

TEL  03－3475－1601










